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• 市街化区域内の農地（都市農地）は，農作物を生産す
る場としてだけではなく，都市の貴重な緑や景観の保
全・創出，環境保全，防災などのさまざまな機能を有し
ています。

• 生産緑地制度は，このような都市農地の有するさまざ
まな機能を発揮させるため，「生産緑地地区」として都
市計画に定めることで，都市農地の適正な保全を図る制
度です。

• 生産緑地地区は，都市計画決定の手続きを経て決定さ
れるものですが，その前提は土地所有者の同意を基に行
われます。

• そのため，土地所有者からの申出に基づき，本市の指
定要件等と照合して適当と判断される場合に「生産緑地
地区」に指定する都市計画決定の手続きを行います。

１ 生産緑地制度とは

１



① ３０年間は，農地等として営農することが義務付けられ，農地以外

の利用ができません。

ただし，次に掲げる施設で生活環境の悪化をもたらす恐れのないも

のについては，市長の許可を受けた後，建築等を行うことができます。

・ 農作物の生産出荷施設

・ 農業生産資材の貯蔵保管施設

・ 農産物の処理貯蔵のための共同利用施設

・ 農業従事者の休憩施設

・ 農産物の直売所，加工所

・ 農家レストラン 等

※ 用途地域によって，立地できない場合があります。

② 標識の設置その他の適切な方法により明示されます。

※ 本市においては，標識は設置せずに市ホームページ等に生産

緑地地区を明示することとします。

③ 次に掲げる場合において，市長への生産緑地の買い取り申出ができ

ます。

・ 指定から30年経過した場合

・ 主たる従事者の死亡，又は農作業が不可能となる故障をした

場合

※ ただし，買取りの約束をするものではありません。

④ 固定資産税等の課税が見直されます。

・ 固定資産税：宅地並み評価（農地に準じた課税）

⇩
農地評価（農地課税）

・ 都市計画税：見直し後の評価額に対して課税

２ 生産緑地地区に指定されると

２



当初の指定にあたっては，次の①～⑨のすべての要件を満たす必要があります。

なお，要件を満たすかどうかを確認するため，申出の前に事前審査を行って

おります。

【区域要件】

① 申出をする一団の農地等が市街化区域のうち，宇都宮市立地適正化計画に

おいて定める居住誘導区域外にあること。

ただし，土地区画整理事業地内の農地を含まないこと。

※各種区域については，「Ｐ7 付録」をご覧ください。

【面積要件】

② 申出をする一団の農地等の面積が５００㎡以上であること。

ただし，個々の農地等の面積は1００㎡以上であること。

【接道要件】

③ 申出をする一団の農地等が建築基準法第42条第1項第1号から5号に規定

する道路（同条第2項の規定によるみなし道路も含む）に接し，かつ，2m以上

の間口を確保されていること。

【営農要件】

④ 農業従事日数６０日以上の主たる農業従事者がいること。

⑤ 主たる農業従事者の年齢が６０歳未満，又は，６０歳以上である場合は，

６０歳未満の後継者を指名していること。

⑥ 申請者及び世帯員等（農地法第2条第2項）の経営農地面積の合計が

３,０００㎡以上又は，直近３年間における農業収入の平均が５０万円以上で

あること。

【その他要件】

⑦ 申出をする区域内の土地に関する権利関係（所有権，抵当権等）を有する者

全員の同意が得られること。

⑧ 災害時や緊急時等において，市からの要請があった場合にオープンスペース

などとして協力すること。（官公庁が一部権利者となっている場合は要相談）

※事前審査の提出時に，申出をする区域内の土地に関する権利関係（所有権，

抵当権等）を有する者全員から協力いただけることを確認してください。

⑨ その他，生産緑地法や他法令等から生産緑地地区の指定に支障がないこと。

※申請区域内の農地において転用の届出が行われている場合などが該当します。

３ 生産緑地地区の指定要件

３



４ 指定までの流れ

個別相談

事前審査の申込
（様式第１号）

本申請
（様式第３，４，５，６号）

県との事前協議

都市計画決定に係る縦覧・公聴会
（都計法第１６条）

都市計画案の縦覧・意見書提出
（都計法第１７条）

宇都宮市都市計画審議会
（都計法第１９条）

県との協議・回答
（都計法第１９条）

生産緑地地区として都市計画決定
（都計法第２０条）

事前審査・結果の通知
（様式第２号）

⇒指定要件を満たすか
どうかの確認

結果の通知
（様式７，８号）

３０年間の営農継続
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生産緑地地区の指定には，都市計画決定が必要となります。

随時

６月



５ 指定後の流れ

生産緑地地区に指定
（都計法第２０条）

価格の協議
（生緑法第12条）

公共用地として法律の
目的に沿った適切な管理

（生緑法第16条）

特定生産緑地の指定
（生緑法第10条の2）

都市計画の変更
（生産緑地地区の除外）

[斡旋不成立]
行為制限の解除

農業希望者への斡旋
（生緑法第13条）

営農継続
する

後継者が営農継続
法律に基づき賃借

営農継続
しない

営農継続
しない

[斡旋成立]
農地として売買

市長への買取申出
（生緑法第10条）

特定生産緑地の申出
（生緑法第10条の4）

主たる従事者の死亡・故障

３０年間の営農

生産緑地地区として農地を管理
（生緑法第７条）

５

生産緑地地区の指定後は，原則30年間は農地として管理する必要があります。

買い取らない旨の通知
（生緑法第12条）

買い取る旨の通知
（生緑法第12条）



６ 申出方法

生産緑地地区の指定を受ける場合は，事前審査の手続きを行ってください。

【事前審査】

○随時，申し込みを受け付けます（土，日，祝日を除く）。

○必要書類 ・生産緑地地区指定事前審査申込書（様式第1号）

（都市計画課窓口で配布，市ホームページに掲載しております。）

・位置図（指定を希望する土地の周辺地図）

・公図の写し（コピー可）

※本申請時はコピー不可

・現況の写真

・土地の登記事項証明書（申出農地１筆ごと）（コピー可）

※本申請時はコピー不可

・主たる事業者の生年月日が確認できる書類（住民票等）

・過去３年間の農業収入額の平均が50万円以上であること

が確認できる書類（確定申告書の写し，出荷伝票等）

※経営農地面積の合計が３,０００㎡以上の場合は不要

・その他，市長が提出を求めるもの

事前審査の結果，指定可能な農地については，郵送にて通知します。通知が

届きましたら必要書類を用意し，本申請を行ってください。

【本申請】

○申請期間 ・結果通知の到着日～２か月以内

○必要書類 ・生産緑地地区指定申請書（様式第３号）

・生産緑地地区指定後継者届出（様式第４号）

（主たる従事者の年齢が６０歳未満の場合は不要）

※後継者の印鑑証明，主たる従業者と後継者の関係が確認

できる書類（戸籍謄本等）（コピー不可）

・生産緑地地区指定同意書（様式第５号）

※農地等利害関係人全員の印鑑登録証明書（コピー不可）

・生産緑地地区災害等協力確認書（様式第６号）

・その他，市長が提出を求めるもの

※様式３～６の様式は事前審査の審査結果の通知に同封します。

６



上河内

７

付録 居住誘導区域等エリア図

○ 居住誘導区域とは・・・

バスなどの公共交通を使いながら，通院や買い物ができる便利で暮らし

やすいエリアに居住を誘導する区域

○ 土地区画整理事業とは・・・

計画的な宅地の利用増進を図ることを目的とした区域

本市では，人口減少や少子超高齢社会においても，便利で暮らしやすく
持続可能なまちの形『ＮＣＣ（ﾈｯﾄﾜｰｸ型ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾃｨ）』を実現するため，
『立地適正化計画』において『居住誘導区域』を定めております。

※ 各種区域の詳細については，都市計画課にお問い合せいただくか，

市ホームページ（まちかど情報マップ）にて確認することができます。

宇都宮市



お問い合せ先

〒３２０－８５４０

栃木県宇都宮市旭１丁目１番５号

宇都宮市 都市整備部 都市計画課

ＴＥＬ ０２８－６３２－２６４２

令和６年３月 改訂


